
27

　役場庁舎にて平日開庁時間内の無料で回収しています。詳細は下記の通りです。
１．引取場所　長万部役場庁舎町民課窓口
２．引取時間　役場庁舎平日開庁時間（８：３０～１７：１５）
３．引取品目　衣類：Ｔシャツ　スーツ　トレーナー　子供服　ズボン　靴下　スカート　帽子　Ｙシャツ
　　　　　　　　　　ネクタイ　下着　スカーフ　コート　マフラー　ジャンパー　ジャージ　スキーウエア
　　　　　　　　　　和服　
　　　　　　　古布類：タオル　タオルケット　バスタオル　シーツ　靴　バッグ　毛布　
４．引取できないもの　　濡れているもの　破れや穴の空いているもの　布団　じゅうたん
　　　　　　　　　　　　汚れているもの　臭いのするもの　枕　カビの発生しているもの
　
※燃やすゴミとして処理されていたものが、リユース・ルサイクルされます。ゴミの減量化へのご協力をお願
い致します。
※会館等で行われていた従来の無料回収も引き続き実施します。

衣料衣料等等のの無料回無料回収収をを 平日でも行っていま平日でも行っていますす

在宅で80歳以上の方、身体に障がいのある方および療
育手帳「Ａ」を受けている方に対し、通院や社会参加の
ために利用するタクシー料金の助成を実施しています。

■該当される方
　4月1日から翌年3月31日までの1年間で、次の①
から⑦に該当する方です。また、助成券の使用できる
区域は、長万部町のみの区間となっています。
①在宅で80歳以上の方　　　　⑤心臓機能障がい１級の方
②下肢障がい１・２・３級の方　⑥呼吸器機能障がい１級の方
③体幹障がい１・２級の方　　　⑦療育手帳「Ａ」の方
④視覚障がい１・２級の方

■助成券申請方法
　交付対象者には、必要書類を送付しますので、4月
8日（月）から保健福祉課窓口で申請手続きをしてく
ださい。
※長万部町に在住して１年未満の方、施設入
所の方、長期入院の方は対象となりません。
【お問い合わせ先】
　保健福祉課福祉係　☎2－2454

タクシー料金の助成券を交タクシー料金の助成券を交付付タクシー料金の助成券を交タクシー料金の助成券を交付付

　春は空気が乾燥し、風が強く吹くなど小さな火元から火災になることが多い季節です。
　特に、子どもの火遊び・煙草の投げ捨て・野焼きの拡大による火災が多いことから、私たちの不注意や油断などによ
り発生する火災が多いと言えます。
　火災を出さない環境づくりと「火の用心」の心を忘れず、掛け替えのない命や大切な財産を火災から守りましょう。ま
た、火災予防期間中に消防職員と消防団員が、住宅防火点検のため伺うことがありますので、ご協力ください。
《住宅用火災警報器について》
　ご自宅に設置されている住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなるこ
とがあるため、注意が必要です。寿命とされている10年を目安に、本体ごと新しいものに交換しましょう。

春の全道火災予防運動

『忘れてない？　
　サイフにスマホに　火の確認』

【お問合せ先】
　長万部町消防本部　予防係　☎2－2049

4月20日～4月30日


